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資料

対応困難事例の事例検討による援助者の変化が援助関係の形成に与える影響

一在宅要介護高齢者の援助プロセスを通して－

田場由紀'）大湾明美'）佐久川政吉'）呉地祥友里、

要約

【研究目的】本研究の目的は、援助者（報告者）が困難事例と認識した－事例に対する援助プロセスについて、事例検討を繰り返した

ことによる援助者の変化が援助関係の形成に与えた影響を分析し、事例検討の意義と援助者の変化および援助者のあり方について考察

することである。

【研究方法】事例検討は、同一事例に対する援助について合計７回実施した。期間は2005年５月～12月、参加者は、援助者と老年看護

の専門家である大学教員であり、１回の討議時間は90分から120分、討議の内容はすべてテープに録音し、逐語録を作成した。分析は、

逐語録から「援助者の姿勢｣、「援助者の課題と解決策｣、「援助者の気づきと行動」「事例と援助者の援助関係」を抽出、質的に分析した。

【結果および考察】事例は、一人暮らしの男性高齢者で、援助者は複数の訪問介護員とともにサービス提供者として関わった。事例は、

訪問介護員の変更を繰り返していたことから、対応困難事例と認識していた。

今回の事例検討の特徴は、『モニタリング方式』「課題解決型』であった。

事例検討による援助関係の変化は、「援助者としてのかかわりを拒否された関係｣、『援助者としてのかかわりを受け入れられた関係』、

『ニーズを捉えきれず課題が解決しない関係』、『フェルトニーズを捉えたが課題が解決しない関係』、「ニーズを捉え実践し援助が認めら

れた関係」であった。

援助関係の形成には、援助者の自己役割を自覚した実践が影響した可能性があった。また「モニタリング方式」の「課題解決型」の

事例検討は、援助者に気づかせ、自己役割の自覚を促していたことから、援助関係の形成に資する可能性が示唆された。

キーワード：対応困難事例事例検討援助関係在宅要介護高齢者

ント能力）を養うことなどの目的があるg)。事例検討の

対象となる事例には、援助終了後の事例と援助関係が継

続している事例があるが、いずれにしても実践の現場に

おける事例検討は、限定的な事例検討になる場合が少な

くない。しかし、援助関係が継続した力動的相互作用で

あるなら、援助者の課題もその中で動的に変化すると推

察される。つまり、援助者が援助関係の形成に必要な課

題を解決していくには、事例検討が援助関係の継続に寄

り添って実施され、その課題に動的に取り組むことが必

要と考えられる。

そこで本研究では、援助者（報告者）が困難事例と認

識した一事例に対する援助プロセスについて、事例検討

を繰り返したことによる援助者の変化が援助関係の形成

に与えた影響を分析し、事例検討の意義と援助者の変化

および援助者のあり方について考察することを目的と

する。

Ｉ．はじめに

高齢者ケアの現場では、しばしば対応困難事例（以下

困難事例と記す）についての課題に直面する。困難事例

となる要素にはクライエント、家族、地域システム、援

助者の四つが挙げられている')2)。特に、援助者が困難

事例を生む要素となる場合について、援助者が困難事例

と認識し、対象となる高齢者の状態を否定的、拒絶的、

消極的に捉えたことで、看護援助とはならないような対

応を具体的に示した報告もある3)。つまり、困難事例へ

の対応を考える上で、援助者側の課題を検討することは

不可欠である。

バイステイック4)によると、援助関係は援助者とクラ

イエントの問に生まれる態度と情緒による力動的相互作

用であり、ニーズを持つクライエントに対する援助者の

感受'性と適切な反応が援助関係を構成している。援助者

がその感受性と適切な反応を身につけるには、繰り返し

の実践とその振り返りが不可欠とされている5)~8)。

このような援助者の実践を振り返るために、事例検討

という方法が用いられている。事例検討には、援助者の

事例に対する態度を通して自己を客観視すること、およ

び多様な視点から事例を総合的に捉える能力（アセスメ

Ⅱ研究方法

１．事例検討の対象と方法

事例は、援助者が困難事例と認識している事例のうち、

サービス提供の継続が危ぶまれ、課題解決が急がれると

判断した事例を１事例選定した。

事例検討は、事例提出者が事例に対する援助の質を向1）沖縄県立看護大学
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上させることを目的として開始された。そこで、目的達

成のために、事例検討後の実践についても継続して振り

返ることとした。事例検討の方法は月１回を原則とし、

合計７回実施した。事例検討の内容は、１回目は「事例

提出の意図｣、「象徴的な援助場面の報告｣、「援助場面に

関する討議｣、「援助者の課題と解決策に関する討議」で

あり、２回目以降は「前回までの討議内容の振り返り」、

｢援助者の行動した結果としての援助場面の報告｣、「援

助場面に関する討議｣、「援助者の課題と解決策に関する

討議」であった。実施期間は2005年５月～12月、参加者

は援助者と老年看護の専門家である大学教員であり、１

回の討議時間は90分から120分、事例検討の内容はすべ

てテープに録音し、逐語録を作成した。

もに実施していた。事例は1998年からサービスを利用し、

長期に渡る利用期間の問に何度も苦情を訴え、それに伴

い担当者の変更を繰り返していた。

３）事例選定時の困難事例と援助者の援助関係

援助者は、事例から「ヘルパー（担当の訪問介護員の１

名）を変更して欲しい。間違ったやり方をしたから、も

う来させないでくれ」と苦情を受け、それに対し「どう

したらいいんですか」「手順書をつくってその通りにや

りますから、指示して下さい」など対決姿勢で反応した。

援助者と事例はサービス提供の方法をめぐって口論とな

り、援助者自身が訪問を断られていた。事例と援助者と

の援助関係は、『援助者としてのかかわりを拒否された

関係』であった。

２．分桁の方法

分析は、事例検討の討議の焦点となった「援助者の姿

勢｣、「援助者の課題と解決策｣、および「援助者の気づ

きと行動」についての文章を抽出、その内容をワンセン

テンスで示した。また、２回目以降の「行動した結果と

しての援助場面」をバイスティック4)の示す援助関係の

相互作用を参考に「クライアントのニード｣、「援助者の

反応｣、「クライアントの気づき」に整理、「事例と援助

者との援助関係」として命名した。

「援助者の姿勢｣、「援助者の課題と解決策」を事例検

討の討議の焦点、「援助者の気づきと行動｣、「事例と援

助者との援助関係」を事例検討後の変化として整理した。

分析にあたっては、老年看護の専門家である大学教員と

討議を行った。

２．事例検討の討議の焦点と事例検討後の変化

１）事例検討の実施状況

事例検討は、事例選定時の援助関係の検討から開始し、

第１回から第７回まで実施した。第６回で援助者が援助

関係を形成できたと自己評価した時点で、継続的な「事

例と援助者の援助関係」についての事例検討は終了し、

第７回事例検討では第１回から６回事例検討を振り返り、

それぞれの援助関係を整理、検討した。

２）事例検討の討議の焦点と事例検討後の変化（表１）

第１回事例検討で、討議の焦点となった援助者の姿勢

は、援助者は被害を受けている、援助者は消耗品のよう

に扱われている、事例は性格が悪く、コミュニケーショ

ンがとれない事例は自己主張が強く、矛盾しているで

あった。

事例検討で討議されたことは、「援助者の被害者意識」

であり、事例の捉え方がネガティブで一方的である援助

者の姿勢が援助者の課題となった。その解決策として、

｢事例との距離を近づける援助」であり、そのためには、

具体的に事例の生活歴、ソーシャルサポートの情報収集

が必要であることが討議された。

事例検討後の変化として、援助者の気づきは事例の捉

え方が変わる可能性と再アセスメントの必要性に気づき、

事例に対するストレスが軽減し、行動は討議で解決策と

して提案されたソーシャルサポートを知るため家族と面

接を実施した。しかし、本人と面接し、生活歴を把握す

ることは未実施であった。事例と援助者の援助関係は、

『援助者としてのかかわりを拒否された関係』が継続

した。

第２回事例検討の討議の焦点となった援助者の姿勢は

問題解決をして、サービスを安定させたいであり、課題

はニーズ優先ではなくサービス優先の姿勢による「目的

意識の取り違え｣、解決策は「ニーズ優先の援助」であっ

た。そのためには前回の解決策である生活歴把握のため

の面接の実施が急がれた。事例検討後の援助者の気づき

は、サービス提供のしやすさを優先していたことであり、

行動は訪問の了解を得て、事例の訴えを傾聴し、生活歴

３．倫理的配慮

事例検討では事例が特定できないようにし、討議に用

いた資料や討議内容を録音したテープなどは援助者が保

管、本研究終了後に破棄した。なお、本論は、沖縄県立

看護大学倫理審査委員会にて、公表の承認を得た。

Ⅲ．結果

１．困難事例と援助者の概要

１）困難事例の概要（事例の概要は個人が特定できな

いよう、－部内容を変更した）

事例は70代の男性、エレベーターのないアパートの２

階に一人で居住していた。要介護度1であり、慢性的な

腰痛と、慢性閉塞性肺疾患による在宅酸素療法を実施し

ていた。介護サービスは、訪問介護、訪問看護、訪問診

療を利用していた。

２）援助者の概要

援助者は、看護職歴10年目であり、訪問介護事業所の

管理者兼サービス提供者として勤務、事例ついては2002

年からサービス提供者としてかかわっていた。訪問介護

の内容は調理、買物、掃除、ゴミ出し、入浴介助であり、

１日１回～２回、週４日の訪問を４人の訪問介護員とと
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を把握するための面接を実施した。援助関係は『援助者

としてのかかわりを受け入れられた関係」であった。

第３回の討議の焦点となった援助者の姿勢は、事例の

訴えを傾聴するであった。課題は「面接技術の未熟さ」

から面接目標が暖昧で対等な関係づくりが弱いことがあ

がった。解決策として、「専門的な面接の実践」のため

に、面接目標を明確化し、援助関係についての文献を紹

介された。事例検討後の援助者の気づきは、アセスメン

ト能力を向上させる必要性であり、行動は紹介文献を学

習し、訴えに対する事例の認識を知るという目標をもっ

た面接を実施した。援助関係は「ニーズを捉えきれず課

題が解決しない関係」であった。

第４回の討議の焦点となった援助者の姿勢は、面接の

目標に従い、事例の認識を表出させるであり、課題は、

事例の訴え（フェルトニーズ）に限局した「ニーズの捉

え方の狭さ」が討議された。解決策は専門職のノーマティ

ブニーズを加え「リアルニーズに導く援助」であった。

事例検討後の援助者の気づきは「援助に必要な知識の確

認と自己学習の必要性」であり、行動はニーズの捉えか

たを学習し、医学的情報の確認のため「主治医とのカン

ファレンスを開催」した。援助関係は『フェルトニーズ

を捉えたが課題が解決しない関係』であった。

第５回の討議の焦点となった援助者の姿勢は「事例の

フェルトニーズを満たすために、他の専門職者にも事例

の思いを受け止めて欲しい」であった。事例検討では、

主治医とのカンファレンスを開催するという医師任せの

｢習慣化した問題解決の思考」が課題となった。解決策

は主治医の活用法が討議され、専門職者として「自己役

割の自覚」を意識することがあがった。事例検討後の援

助者は、ニーズを充足させるための実践が断片的である

ことに気づき、行動は援助者自身ができることを提案し

実施した。具体的には、援助者は、訪問時の玄関先で、

事例から「今日は帰っていい、どうせあなたは何もでき

ないんだから・・・」と怒りをぶつけられたが、それに

従い帰ることはなく（援助者は「申し訳ありませんでし

たね・・・。」と怒りを受け止めつつ働きかけを続けた。

その結果、事例は援助者に対し、「不安で眠れない」こ

と、「睡眠不足でイライラしている」ことを打ち明け、

訪問終了時には援助者に対し、「ヘルパーは生活の杖だ

よ」と語った。援助関係は『ニーズを捉え実践し援助が

認められた関係』であった。

第６回事例検討では、討議の焦点となった援助者の姿

勢は、事例の認識の中で何が起こっているのか知りたい、

事例の不安を取り除きたいであった。援助者は、事例と

の援助関係が変化していることに気づかず、課題は、

｢援助関係について根拠に基づく説明能力の不足」であ

り、変化した援助関係の整理ができていないことがあがっ

た。その解決策は「事例検討をしたすべての援助関係の

整理」であり、第１回から第６回までの援助関係について

整理することとなった。

３）援助関係の変化

第７回事例検討では、第１回から第６回までの全事例

検討を振り返り、援助関係の変化を整理した。全事例検

討で導かれた援助者の課題は、「援助者の被害者意識」

｢目的意識の取り違え」「面接技術の未熟さ」「ニーズの

捉え方の狭さ」「習慣化した問題解決の思考」「援助関係

について根拠に基づく説明能力の不足」であった。その

課題解決に取り組んだ結果としての援助関係の変化は、

『援助者としてのかかわりを拒否された関係』、『援助者

としてのかかわりを受け入れられた関係』、「ニーズを捉

えきれず課題が解決しない関係』、『フェルトニーズを捉

えたが課題が解決しない関係』、「ニーズを捉え実践し援

助が認められた関係」であった。

援助関係が形成された後も、事例検討では新たな援助

者の課題や解決策が検討された。

Ⅳ．考察

１．事例検討の特徴と意義

今回の事例検討は、一事例の援助プロセスについて事

例検討を繰り返す『モニタリング方式』であり、事例検

討の内容は「援助者の姿勢」から「援助者の課題と解決

策」を導き出す「課題解決型』であった。

今回の結果から明らかになったことは、バイスティッ

ク4)が援助関係の相互作用で示したように、クライエン

トの訴え（クライエントのニード）に対し、ネガティブ

で否定的な援助者の姿勢（反応）が援助関係の形成を阻

害しており、またクライエントの訴えに対し、事例の課

題解決にかかわろうとする能動的な姿勢（反応）が援助

関係の形成につながっていた。つまり同一事例でありな

がら、援助者の反応の相違が援助関係を決定しており、

今回選定した「困難事例」の要因は援助者側にあったこ

とが事例検討で明らかになった。このことから事例検討

により自己を内省し認識や感情を訓練し続けること5)の

重要性が示唆された。

また、今回援助関係が形成されるまでに、５段階の援

助関係が見いだされた。このことは援助関係の力動的相

互作用が、事例検討を繰り返すことによって描き出され、

動的に変化する援助者の課題に対し、適切なタイミング

での課題解決の取り組みにつながっていた。看護実践過

程において、看護専門職の認識・行動ならびに対象の認

識・行動は質的に変化し、両者の相互作用を通じて援助

の発展をもたらす'0)。つまり事例検討による援助者の動

的な変化が、事例との相互作用を通じて援助関係の形成

をもたらしたことが示唆された。

以上のことから「モニタリング方式』による『課題解

決型』の事例検討は、困難事例となっている要因が援助

者側にある場合、援助者の事例のニードに対する反応と、

その反応が援助関係に与える影響に気づかせ、援助者の

反応に変化をもたらし、結果として援助関係の形成に役

立つと考えられる。
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議
の
焦
点

事
例
検
討
後
の
変
化

援
助
者
の
姿
勢

援
助
者
の
課
題
と
解
決
策

援
助
者
の
気
づ
き
と
行
動

事
例
と
援
助
者
の
援
助
関
係

･
援
助
者
は
被
害
を
受
け
て
い
る

.
援
助
者
は
消
耗
品
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る

.
事
例
は
性
格
が
悪
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ

な
い

。
事
例
は
自
己
主
張
が
強
く
、
矛
盾
し
て
い
る

課
題 「
援
助
者
の
被
害
者
意
識
」

・
事
例
の
捉
え
方
が
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
で
一
方
的

解
決
策

「
事
例
と
の
距
離
を
近
づ
け
る
援
助
」

・
事
例
の
生
活
歴
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
サ
ポ
ー
ト
の
情
報
収
集
が
必
要

気
づ
き

・
事
例
の
捉
え
方
が
変
わ
る
可
能
性
と
再
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
必

要
性
と
事
例
に
対
す
る
ス
ト
レ
ス
が
軽
減

行
動

・
ソ
ー
シ
ャ
ル
サ
ポ
ー
ト
を
知
る
た
め
の
家
族
と
の
面
接
を
実

施
（
本
人
と
の
面
接
は
未
実
施
）

第１回

『
援
助
者
と
し
て
の
か
か
わ
り
を

拒
否
さ
れ
た
関
係
」

田識田詣皿遂勗囲騨脇宣Ｓ慨宣莎理－，片が箙浮雌Ｓ悶言洩鮪浮温索ｓ患丹丙酊渕ひ瓢囎

･
問
題
解
決
を
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
を
安
定
さ
せ
た
い

課
題 「
目
的
意
識
の
取
り
違
え
」

・
ニ
ー
ズ
優
先
で
は
な
く
サ
ー
ビ
ス
優
先
の
姿
勢

解
決
策

「
ニ
ー
ズ
優
先
の
援
助
」

・
生
活
歴
把
握
の
た
め
の
事
例
と
の
面
接

・
他
の
援
助
職
の
事
例
検
討
報
告
か
ら
学
ぶ

気
づ
き

・
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
し
や
す
さ
を
優
先
し
て
い
た
こ
と
（
ニ
ー

ズ
優
先
の
思
考
の
必
要
性
）

行
動

・
訪
問
の
了
解
を
得
て
、
事
例
の
訴
え
を
傾
聴
し
、
生
活
歴
を

把
握
す
る
た
め
の
面
接
を
実
施

第２回

『
援
助
者
と
し
て
の
か
か
わ
り
を

受
け
入
れ
ら
れ
た
関
係
」

･
事
例
の
訴
え
を
傾
聴
す
る

（
サ
ー
ビ
ス
に
当
て
は
め
な
い
）

課
題 「
面
接
技
術
の
未
熟
さ
」

・
面
接
目
標
の
暖
昧
さ

・
対
等
な
関
係
づ
く
り
の
弱
さ

解
決
策

「
専
門
的
な
面
接
の
実
践
」

．
面
接
目
標
の
明
確
化

・
援
助
関
係
に
つ
い
て
の
文
献
紹
介

気
づ
き

・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
能
力
を
向
上
さ
せ
る
必
要
性
と
自
己
学
習
の

必
要
性

行
動

・
紹
介
文
献
に
よ
る
自
己
学
習

.
訴
え
に
つ
い
て
の
事
例
の
認
識
を
知
る
と
い
う
目
標
を
も
っ

た
面
接
の
実
施

第３回

｢
ニ
ー
ズ
を
捉
え
き
れ
ず
課
題
が

解
決
し
な
い
関
係
』

、』

･
面
接
目
標
に
従
い
、
事
例
の
認
識
を
表
出
さ
せ
る

課
題 「
ニ
ー
ズ
の
捉
え
か
た
の
狭
さ
」

．
訴
え
（
フ
ェ
ル
ト
ニ
ー
ズ
）
に
と
ど
ま
る

解
決
策

「
リ
ア
ル
ニ
ー
ズ
に
導
く
援
助
」

・
ノ
ー
マ
テ
イ
ブ
ニ
ー
ズ
を
明
確
に
す
る
た
め
の
専
門
家
の
活
用

気
づ
き

・
援
助
に
必
要
な
専
門
的
知
識
の
確
認
と
自
己
学
習
の
必
要
性

行
動

・
リ
ア
ル
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
自
己
学
習

．
（
病
状
と
予
後
確
認
の
た
め
）
主
治
医
と
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン

ス
を
開
催

第４回

『
フ
ェ
ル
ト
ニ
ー
ズ
を
捉
え
る
が

課
題
が
解
決
し
な
い
関
係
」

･
事
例
の
ニ
ー
ズ
を
捉
え
、
そ
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
た
め

に
、
他
の
専
門
職
者
が
、
そ
の
思
い
を
受
け
止
め
て
欲

し
い

課
題 「
習
慣
化
し
た
問
題
解
決
の
思
考
」

・
面
接
と
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
混
同

・
ニ
ー
ズ
に
対
し
、
援
助
者
自
身
の
す
べ
き
こ
と
は
な
い
と
捉
え
て
い
る

解
決
策

「
自
己
役
割
の
自
覚
」

・
主
治
医
の
活
用

気
づ
き

・
ニ
ー
ズ
を
充
足
す
る
た
め
の
実
践
が
断
片
的

行
動

・
援
助
者
自
身
が
で
き
る
こ
と
を
提
案
し
実
施

第５回

『
ニ
ー
ズ
を
捉
え
実
践
し
援
助
が

認
め
ら
れ
た
関
係
』

･
訪
問
を
受
け
入
れ
て
欲
し
い

.
事
例
の
認
識
の
中
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
知
り
た

い

.
事
例
の
不
安
を
取
り
除
き
た
い

課
題 「
援
助
関
係
に
つ
い
て
根
拠
に
基
づ
く
説
明
能
力
の
不
足
」

・
変
化
し
た
援
助
関
係
の
整
理

解
決
策

「
全
事
例
検
討
を
通
し
て
の
援
助
関
係
の
整
理
」

・
全
事
例
検
討
の
援
助
関
係
を
整
理
し
、
検
討

気
づ
き

・
援
助
関
係
を
形
成
す
る
に
は
、
対
象
理
解
が
重
要
で
あ
る
と

再
認
識

行
動

・
全
事
例
検
討
を
振
り
返
り
、
援
助
関
係
を
整
理

事
例
検
討
に
よ
る

援
助
関
係
の
変
化

『
援
助
者
と
し
て
の
か
か
わ
り

を
拒
否
さ
れ
た
関
係
』

『
援
助
者
と
し
て
の
か
か
わ
り

を
受
け
入
れ
ら
れ
た
関
係
』

『
ニ
ー
ズ
を
捉
え
き
れ
ず
課
題

が
解
決
し
な
い
関
係
』

『
フ
ェ
ル
ト
ニ
ー
ズ
を
捉
え
た

が
課
題
が
解
決
し
な
い
関
係
』

『
ニ
ー
ズ
を
捉
え
実
践
し
援
助

が
認
め
ら
れ
た
関
係
』

第６回

全
事
例
検
討
で
導
か
れ
た
援
助
者
の
課
題

｢
援
助
者
の
被
害
者
意
識
」

｢
目
的
意
識
の
取
り
違
え
」

｢
面
接
技
術
の
未
熟
さ
」

｢
ニ
ー
ズ
の
捉
え
方
の
狭
さ
」

｢
習
'
償
化
し
た
問
題
解
決
の
思
考
」

｢
援
助
関
係
に
つ
い
て
根
拠
に
基
づ
く
説
明
能
力
の
不
足
」

課
題
（
援
助
関
係
形
成
後
の
課
題
）

「
生
活
の
継
続
性
に
対
す
る
意
識
の
弱
さ
」

・
訪
問
し
た
後
の
事
例
の
生
活
に
対
す
る
配
慮
が
な
い

・
ケ
ア
を
継
続
す
る
た
め
に
、
他
の
援
助
者
を
活
用
す
る
働
き
か
け
が
な
い

解
決
策

「
生
活
の
安
定
を
め
ざ
し
た
環
境
へ
の
働
き
か
け
」

・
問
題
を
あ
き
ら
か
に
し
た
後
、
地
域
資
源
を
用
い
る
調
整

気
づ
き

・
事
例
に
対
す
る
働
き
か
け
と
、
環
境
に
対
す
る
働
き
か
け
の

二
面
的
な
活
動
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感

行
動

・
事
例
に
つ
い
て
、
他
の
援
助
職
者
と
対
象
像
を
共
有
し
、
チ
ー

ム
ケ
ア
を
実
践

第７回
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２高齢者ケアにおける援助者のあり方

要介護高齢者は、多様で複雑なニーズを抱えているこ

とから、専門職・非専門職から構成されるチームケアが

重要である'1)が、各専門職がそれぞれの専門的立場から

人間を部分的に捉え、援助される側からみた生活や人生

の目標が達成されないという課題もある，）

課題解決の主体は本人である'2)。チームケアを構成す

る専門職者は、ニーズを充足させる主体となるのではな

く、本人が課題解決に取り組めるよう、「本人の何を援

助するのか」という援助目標を共有することが課題で

ある。

ウィーデンバック5)は援助者に生じる認識や感情は、

自分自身で見つめるしかないと述べている。援助者は、

今回の事例検討を通して、自己の多様な課題に直面した。

特に、「自己役割の自覚」は、チームケアの構成員とし

て、本人の立場でニーズを捉えた実践へつながり、援助

が認められ、援助関係の形成に影響を与えたことが示唆

された。
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Ｖ・結論

今回の事例検討の特徴は、『モニタリング方式』の

『課題解決型』であった。

事例検討による援助関係の変化は、『援助者としての

かかわりを拒否された関係』『援助者としてのかかわり

を受け入れられた関係」『ニーズを捉えきれず課題が解

決しない関係』『ニーズを捉えるが課題が解決しない関

係』「ニーズを捉え実践し援助が認められた関係』で

あった。

援助関係の形成には、援助者の自己役割を自覚した実

践が影響した可能性があった。また『モニタリング方式』

の『課題解決型」の事例検討は、援助者に気づかせ、自

己役割の自覚を促していたことから、援助関係の形成に

資する可能性が示唆された。
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